
１．事業概要

（１） 事業の現況

① 給　水

② 施　設　

※平成30年度実績値

計画給水人口

現在給水人口法適（全部・財務）
・ 非 適 の 区 分

法適（全部）

ｍ
3
／日

人

千ｍ
3
/ha

91,470

88,201

1.11

月3

令和 12 年度

浄水場設置数

配水池設置数

4

施 設 能 力 47,180

令和 3

令和

施 設 利 用 率

施 設 数

策 定 日 ：

735.10

袋井市水道事業　経営戦略

団 体 名 ：

事 業 名 ：

有収水量密度

　静岡県袋井市

　袋井市水道事業

計 画 期 間 ：

11

3 年

～

管 路 延 長

供 用 開 始 年 月 日 平 成 17 年 4 月 1 日

水 源

年間総配水量

年間総有収水量

管路延長

年度

65.11

ｋｍ

％

人

　本市と同じ類似団体区分「A4」に分類されている事業体（現在給水人口　５万人以上10万人未満：全205事業体）と
の平成30年度実績値に基づく比較を以下に示します。
　本市は、区域面積に比べ総配水量が多く管路延長が長くなっています。

項目

給水区域面積

45位/205

類似団体平均値

ｍ
2

千ｍ
3
/年

千ｍ
3
/年

ｋｍ

9,250

8,839.31

7,726.78

573.8

 地下水，受水

袋井市

9,191

11,295.52

10,222.44

726.6

ｍ
2

千ｍ
3
/年

千ｍ
3
/年

ｋｍ

類似団体内順位

80位/205

30位/205

23位/205
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水道施設配置図
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③ 料　金

＜料金表 （一ヶ月 税込）＞

④ 組　織

＜組織体制＞ ＜水道課職員の推移＞

169円40銭 179円30銭

なし

1,496円 

100㎜

2,304円50銭 

4,950円 

8,871円50銭 

25,696円 

54,736円 

158円40銭

基本料金

726円 

1,265円 

1～8ｍ
3

25㎜

30㎜

40㎜

50㎜

75㎜

平 成 28 年 4 月 1 日

従量料金(使用水量段階別、1ｍ
3
につき)

基本水量

　本市では、市長が水道事業管理者の職務を担っており、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理するため、下
記組織体制で運営しています。
　令和2年4月1日現在、水道課は課長以下18名で水道事業の運営を行っています。

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

8ｍ
3

　本市の水道料金は、水道メーターの口径ごとに定めた基本料金と使用水量に応じて加算
する従量料金からなる二部料金制を採用しており、口径13㎜及び20㎜については、一ヶ月

当たり8ｍ
3
の基本水量制を採用しています。

　基本料金は、総括原価のうち、固定的費用に充てる料金として、使用水量にかかわらず一
定の料金を納めていただくもので、市民の負担に配慮して、基本料金と従量料金の割合は
23対77になっております。
　従量料金は、総括原価のうち、変動的費用に充てる料金として算出しているもので、使用
水量によって生じる料金格差を小さくするために3段階とし、一番下の料金と一番上の料金
差を表す逓増度は1.1となっています。

口径

13㎜

9～25ｍ
3

26～50ｍ
3

51ｍ
3
以上

基本料金に
含む20㎜

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

水 道 課

市 ⾧

副 市 長

都市建設部⾧

水 道 課 ⾧

総務経理係水道工事係
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（２） これまでの主な取組

エ　中期経営計画
　施設の耐震化、老朽管の更新、維持管理体制の強化等、安全・安心な水の安定供給を維持・推進するため、「中期
経営計画」を策定し、経営の健全化に取り組んでいます。

ウ　水道料金
　本市水道事業では、5年毎に水道料金の検討を行っており、有識者や市民代表等からなる水道料金等懇話会を設
置し、経営改善に向けた取組や料金等のあり方に関して協議いただいた結果を踏まえ、直近では、平成28年4月に水
道料金の改定（平均改定率4.2％）を行い、経営の健全化を図っています。

ア　アセットマネジメント計画
　平成30年度に「アセットマネジメント計画」（計画期間：令和元年度～令和30年度の30年間）を策定し、水道事業が保
有する資産の状態・健全度を適切に診断・評価し、中長期の更新事業見通しの検討を行いました。
　適切な維持管理を実施し資産の長寿命化を図り、資産の更新を「実使用年数」を基準に実施することで、更新費用の
削減に努めています。更新費用の削減効果を以下に示します。

イ　水道ビジョン等
　「水道ビジョン」は、水道に関する重点的な政策課題と、課題に対処するための具体的な施策及び方法等を明示する
ために策定しています。
　平成25年度には、東日本大震災により、基幹管路の耐震化が重点的な課題となり、平成30年度には、「アセットマネ
ジメント計画」の策定により、174.2億円の事業費の確保が課題となりましたので、その課題に対処するため、「水道ビジョ
ン」を更新・改定してきました。

更新需要（R1～R30）

法定耐用年数 実使用年数

347.7億円（平均 11.6億円／年） → 174.2億円（平均 5.8億円／年）
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２．将来の事業環境

（１） 給水人口の予測

（２） 水需要の予測

　将来の給水量は、「水道ビジョン」の水需要予測に基づくものとします。

　給水人口の減少に伴い給水量も減少が進み、令和12年度には一日平均給水量が28,700ｍ
3
/日程度となり、令和

元年度実績に対して7％程度減少する見通しです。

　将来の給水人口は、「袋井市人口ビジョン」（低位予測）をもとに作成した「水道ビジョン」の需要予測に基づくものとしま
す。
　令和元年度に88,201人であった給水人口が令和12年度には約83,900人となり、約4,300人が減少する見通しと
なっています。

－ 6 －



（３）

（４）

　本市水道事業では、平成30年度に水道事業が保有する全資産を対象とした「アセットマネジメント計画」を策定し、保
有資産の老朽化の程度(健全度)や今後の更新需要の見通しの検討を行いました。
　健全度や更新需要の見通しの検討は、「法定耐用年数で更新した場合」、「実使用年数（実際の使用年数）で更新し
た場合」、の2パターンで検討しました。実際には、施設が法定耐用年数より長く使えることや、長く使うことにより更新費
用の平準化が図られることから、今後の資産更新は、「実使用年数で更新した場合」で実施する計画です。

ア　構造物及び設備
（ア）構造物及び設備の老朽化の見通し
　構造物及び設備について、更新を実施しなかった場合、総資産約35億円（平成29年度価格）のうち、すでに16.9％
が老朽化資産となっており、10年後の令和10年度には25.5％、30年後の令和30年度には37.8％の資産が老朽化資
産となる見込みです。
　一方、実使用年数で更新した場合、10年後の令和10年度には老朽化資産が12.5％、30年後の令和30年度には約
13.3％まで減少します。

（イ）構造物及び設備の更新需要の見通し
　構造物及び設備について、法定耐用年数で更新した場合、計画期間中（30年間）で約38.4億円の更新費用が発生
しますが、実使用年数で更新した場合は約11.5億円となり、30年間で等分すると年間0.4億円の費用が必要です。

施設の見通し

料金収入の見通し

　平成28年度の水道料金改定（平均改定率4.2％）では、経営改善や基幹管路耐震化等を図るための事業費を反映
しましたが、今後は水需要減少に伴う料金収入の減少が見込まれています。
　令和元年度に水道料金等懇話会を開催し、料金のあり方等について議論いただき、協議結果としてとりまとめられた
意見書において、水の安定供給を持続するためにも、令和３年度から料金改定（平均改定率11.4％）が必要であると提
言をいただきましたが、市では、意見書をもとに検討した結果、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済等への影響
を踏まえ、市民生活への配慮が必要と判断し、令和３年度からの料金改定を見送りました。
　このまま料金改定を行わない場合には、近い将来、内部留保資金が底をつき、経営が破綻してしまう恐れがあるた
め、令和４年度から改定することを想定した形をとっておりますが、具体的な改定時期は、今後の社会情勢を見据えた
上で判断していきます。

更新を実施しなかった場合 実使用年数で更新した場合

の老朽化資産（令和30年度） の老朽化資産（令和30年度）

約13.4億円（37.8％） 約4.7億円（13.3％）
〔8.7億円減〕

法定耐用年数で更新した場合 実使用年数で更新した場合

の更新需要（30年間） の更新需要（30年間）

約38.4億円 約11.5億円
〔26.9億円減〕
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（５）

イ　管路
（ア）管路の老朽化の見通し
　管路について、更新を実施しなかった場合、導送水管と75㎜以上の管路総延長約545km（平成29年度末）のうち、
10年後の令和10年度には2.9％、30年後の令和30年度には28.4％の管路が老朽化資産となる見込みです。
　一方、実使用年数で更新した場合、10年後の令和10年度には老朽化資産はなく、その後も20年後の令和20年度ま
では老朽化資産がない状態を維持でき、30年後の令和30年度も0.6％まで減少します。

（イ）管路の更新需要の見通し
　法定耐用年数で更新した場合、計画期間中（30年間）で約309.4億円の更新費用が想定されましたが、実使用年数
で更新した場合は約91.5億円となります。この約91.5億円を30年間で等分すると、年間約3.1億円の費用が必要となり
ます。

ウ　更新事業費
　「アセットマネジメント計画」の実使用年数に基づいた更新需要に基づき、既存事業（基幹管路更新［約2.3億円／
年］、小口径老朽管更新［約0.2億円／年］）に、水道施設（ハコモノ）［約0.4億円／年］及び配水支管（口径100㎜・75
㎜）［約3.1億円／年］の更新事業を加え、病院や避難所などの市民の命に係わる災害時重要施設への配管を優先的
に前倒しして更新するなど事業費を平準化した結果、年間約6億円の更新事業費となります。

組織の見通し

　本市水道課の職員数は、令和２年４月末時点で18人であり、この人数は、平成29年度時点での全国の同規模事業
体（給水人口５万人～10万人）の平均職員数（23.6人）や県内の市町等の平均職員数（23.8人）の約75％であり、効
率的な事業運営を行っております。
　一方で、今後も水道施設を安全に稼働させ、施設の更新・耐震化事業等をより一層迅速に推し進めるとともに、大規
模な地震発生時等においても円滑な災害対応が行えるよう、適正な人員体制を確保するためには、増員を含めた組織
の強化にも努めていく必要があります。
　また、職員には、施設の運転や監視、維持管理における幅広い専門知識と豊富な経験、高い技能が必要とされま
す。
　将来にわたって、安全・安心な水を継続して供給するため、高い水準でサービスの質を保持できるよう、職員の技術
力の維持と向上、次世代への継承に向けて、人材育成に対し計画的かつ持続的に取り組みます。
　具体的には、日々の業務におけるＯＪＴの実施や、外部団体が主催する研修への参加を進めていきます。
　さらに、他事業体との広域的な連携の検討や官民連携を積極的に推進することで、より合理的で効果的な事業展開
を図っていきます。

更新を実施しなかった場合 実使用年数で更新した場合

の老朽化資産（令和30年度） の老朽化資産（令和30年度）

154.9km（28.4％） 3.3km（0.6％）
〔151.6km減〕

法定耐用年数で更新した場合 実使用年数で更新した場合

の更新需要（30年間） の更新需要（30年間）

約309.4億円 約91.5億円
〔217.9億円減〕

実使用年数を超えない範囲で

事業費を平準化

－ 8 －



３．経営の基本方針

　本市では、平成27年度に「第２次総合計画」の「基本構想」・「前期基本計画」を、令和２年度に「後期基本計画」を策
定し、“活力と創造で未来を先取る日本一健康文化都市”を将来像とし、まちづくりを進めています。
　総合計画では、水道が市民生活や社会経済活動にとって、欠くことのできないライフラインとなっていることから、≪安
全な水の安定供給≫を取組とし、＜水道水の安定供給の確保＞、＜水道事業の健全経営の確保＞を基本方針として
います。
　さらに、「水道ビジョン」では、少子高齢化等の環境変化や大規模地震の発生に対応し、安全で安心な水道水を市民
へ供給することを目指すため、「健やかで活力あふれる都市（まち）をはぐくむ水道」を基本理念とし、「安全」「強靭」「持
続」を目標としています。「経営戦略」においても、これらを基本方針として取り組んでいきます。

健やかで活力あふれる都市（まち）をはぐくむ水道

水源から蛇口まで適切な水質管理を実施し、安全でおいしく、環境にやさしい水の供給を目指します。

基本施策1 安心を提供する水道

・適切な水質監視・管理による良質な水質の維持

・施設の侵入防止装置の導入による監視体制強化

・貯水槽水道設置者への管理指導の継続

基本施策2 環境にやさしい水道

・建設廃棄物の有効活用や省エネルギー機器の導入の継続による環境対策の継続

目標１【安全】安全でおいしい水道

給水人口や水需要の減少に順応した健全な水道事業経営と水道技術の継承により、市民ニーズに対

応した水道サービスの持続を目指します。

基本施策5 健全な事業経営

・定期的な水道料金の見直しや経営戦略を策定し、健全な事業経営を維持

基本施策6 水道技術の継承

・内部研修や外部研修会を利用した水道技術習得・継承の継続

・水道施設（ハコモノ）の情報の電子化の継続

基本施策7 市民に身近な水道

・袋井市ホームページや広報を活用した情報提供、イベント等を通じて水道のPRの継続

・アンケート調査による市民の意見・要望の事業運営への反映

・新たな納付制度の検討

地震災害や渇水などに対応できる水道施設の整備と、さまざまな事故や災害に柔軟に対応できる体制

を確立し、いつでも安定した水の供給を目指します。

基本施策3 いつでも使える水道

・第2、第4配水系の予備水源（井戸）を更新し、自己水源（井戸）の確保とともに水源の2系統化

・水道施設（ハコモノ）の計画的な更新

・基幹管路に加えて、配水支管（口径100㎜・75㎜）の計画的な更新

基本施策4 災害に強い水道

・耐震診断を行っていない8施設の耐震診断、必要に応じた耐震補強等の実施

・応急給水・復旧体制の充実の継続

目標２【強靭】いつでも安定した水道

目標３【持続】未来につなぐ水道

◆「水道ビジョン」（平成30年度）

◇基本理念

◇目標

◆「第２次総合計画（後期基本計

－ 9 －



（
単

位
：千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

（
H

30
）

前
年

度
（R

1）
本

年
度

（R
2）

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
予

算
）

1
(A

)
1
,4

5
4,

96
8

1,
44

9
,5

7
2

1,
46

1,
63

0
1
,4

4
9,

23
4

1,
56

9
,2

5
4

1,
56

4,
25

9
1
,5

55
,6

73
1,

54
6
,4

6
4

1,
67

8,
71

0
1
,6

72
,5

87
1,

66
2
,7

21
1,

65
2,

17
5

1
,6

46
,9

02
(1

)
1
,4

4
3,

58
3

1,
43

7
,3

2
8

1,
44

9,
44

5
1
,4

3
8,

01
4

1,
55

8
,0

3
4

1,
55

3,
03

9
1
,5

44
,4

53
1,

53
5
,2

4
4

1,
66

7,
49

0
1
,6

61
,3

67
1,

65
1
,5

01
1,

64
0,

95
5

1
,6

35
,6

82
(2

)
(B

)
0

0
24

0
24

0
2
40

24
0

24
0

2
40

24
0

24
0

2
40

24
0

24
0

(3
)

1
1,

38
5

12
,2

4
4

11
,9

45
10

,9
80

10
,9

8
0

10
,9

80
10

,9
80

10
,9

80
10

,9
80

10
,9

80
10

,9
80

10
,9

80
10

,9
80

2
1
87

,8
72

20
2,

46
8

17
7,

40
7

1
80

,9
01

17
9
,3

58
17

8,
14

3
1
75

,5
68

17
3
,6

04
17

3,
24

5
1
72

,2
73

16
8
,0

01
16

5,
19

2
1
64

,3
17

(1
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(2

)
1
79

,0
85

19
2,

84
8

17
0,

74
3

1
72

,3
65

17
0
,8

22
16

9,
60

7
1
67

,0
32

16
5
,0

68
16

4,
70

9
1
63

,7
37

15
9
,4

65
15

6,
65

6
1
55

,7
81

(3
)

8,
78

7
9
,6

2
0

6,
66

4
8,

53
6

8
,5

3
6

8,
53

6
8,

53
6

8
,5

3
6

8,
53

6
8,

53
6

8
,5

36
8,

53
6

8,
53

6
(C

)
1
,6

4
2,

84
0

1,
65

2
,0

4
0

1,
63

9,
03

7
1
,6

3
0,

13
5

1,
74

8
,6

1
2

1,
74

2,
40

2
1
,7

31
,2

41
1,

72
0
,0

6
8

1,
85

1,
95

5
1
,8

44
,8

60
1,

83
0
,7

22
1,

81
7,

36
7

1
,8

11
,2

19
1

1
,3

9
5,

24
8

1,
43

7
,3

4
2

1,
44

1,
20

7
1
,4

2
7,

48
4

1,
42

8
,6

6
7

1,
42

7,
72

1
1
,4

25
,4

36
1,

42
4
,9

1
5

1,
42

6,
05

1
1
,4

19
,3

89
1,

41
5
,0

23
1,

41
7,

62
7

1
,4

23
,8

63
(1

)
9
2,

38
7

97
,0

8
4

95
,1

35
1
04

,0
67

10
4
,0

67
10

4,
06

7
1
04

,0
67

10
4
,0

67
10

4,
06

7
1
04

,0
67

10
4
,0

67
10

4,
06

7
1
04

,0
67

4
2,

80
7

42
,7

5
5

34
,9

12
40

,0
00

40
,0

0
0

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

1
5,

97
8

18
,5

0
0

10
,0

00
15

,0
00

15
,0

0
0

15
,0

00
15

,0
00

15
,0

00
15

,0
00

15
,0

00
15

,0
00

15
,0

00
15

,0
00

3
3,

60
2

35
,8

2
9

50
,2

23
49

,0
67

49
,0

6
7

49
,0

67
49

,0
67

49
,0

67
49

,0
67

49
,0

67
49

,0
67

49
,0

67
49

,0
67

(2
)

7
94

,7
15

83
4,

84
2

84
5,

66
5

8
21

,8
77

82
1
,8

77
82

1,
87

7
8
21

,8
77

82
1
,8

77
82

1,
87

7
8
21

,8
77

82
1
,8

77
82

1,
87

7
8
21

,8
77

4
4,

15
5

42
,4

1
9

43
,6

36
43

,0
00

43
,0

0
0

43
,0

00
43

,0
00

43
,0

00
43

,0
00

43
,0

00
43

,0
00

43
,0

00
43

,0
00

4
1,

60
3

57
,2

6
2

61
,8

72
53

,6
30

53
,6

3
0

53
,6

30
53

,6
30

53
,6

30
53

,6
30

53
,6

30
53

,6
30

53
,6

30
53

,6
30

4,
60

0
4
,2

4
2

6,
00

0
5,

00
0

5
,0

0
0

5,
00

0
5,

00
0

5
,0

0
0

5,
00

0
5,

00
0

5
,0

00
5,

00
0

5,
00

0
5
90

,1
36

59
0,

30
5

59
2,

61
5

5
92

,6
15

59
2
,6

15
59

2,
61

5
5
92

,6
15

59
2
,6

15
59

2,
61

5
5
92

,6
15

59
2
,6

15
59

2,
61

5
5
92

,6
15

8,
15

2
6
,4

6
1

8,
48

8
8,

50
0

8
,5

0
0

8,
50

0
8,

50
0

8
,5

0
0

8,
50

0
8,

50
0

8
,5

00
8,

50
0

8,
50

0
1
06

,0
69

13
4,

15
3

13
3,

05
4

1
19

,1
32

11
9
,1

32
11

9,
13

2
1
19

,1
32

11
9
,1

32
11

9,
13

2
1
19

,1
32

11
9
,1

32
11

9,
13

2
1
19

,1
32

(3
)

5
08

,1
46

50
5,

41
6

50
0,

40
7

5
01

,5
40

50
2
,7

23
50

1,
77

7
4
99

,4
92

49
8
,9

71
50

0,
10

7
4
93

,4
45

48
9
,0

79
49

1,
68

3
4
97

,9
19

2
6
7,

31
5

63
,3

6
0

87
,9

28
66

,1
28

62
,2

1
6

58
,4

01
55

,0
25

53
,0

53
51

,9
65

51
,5

75
51

,5
91

51
,7

71
52

,2
10

(1
)

6
7,

13
5

60
,0

2
9

54
,8

27
65

,9
83

62
,0

7
1

58
,2

56
54

,8
80

52
,9

08
51

,8
20

51
,4

30
51

,4
46

51
,6

26
52

,0
65

(2
)

18
0

3
,3

3
1

33
,1

01
14

5
1
45

14
5

14
5

1
45

14
5

14
5

1
45

14
5

14
5

(D
)

1
,4

6
2,

56
3

1,
50

0
,7

0
2

1,
52

9,
13

5
1
,4

9
3,

61
2

1,
49

0
,8

8
3

1,
48

6,
12

2
1
,4

80
,4

61
1,

47
7
,9

6
8

1,
47

8,
01

6
1
,4

70
,9

64
1,

46
6
,6

14
1,

46
9,

39
8

1
,4

76
,0

73
(E

)
1
80

,2
77

15
1,

33
8

10
9,

90
2

1
36

,5
23

25
7
,7

29
25

6,
28

0
2
50

,7
80

24
2
,1

00
37

3,
93

9
3
73

,8
96

36
4
,1

08
34

7,
96

9
3
35

,1
46

(F
)

33
9

15
,7

6
5

2
34

0
3
40

34
0

34
0

3
40

34
0

34
0

3
40

34
0

34
0

(G
)

11
2

3
3

72
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

22
7

15
,7

3
2

△
 7

26
34

0
3
40

34
0

34
0

3
40

34
0

34
0

3
40

34
0

34
0

1
80

,5
04

16
7,

07
0

10
9,

17
6

1
36

,8
63

25
8
,0

69
25

6,
62

0
2
51

,1
20

24
2
,4

40
37

4,
27

9
3
74

,2
36

36
4
,4

48
34

8,
30

9
3
35

,4
86

(I
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(J

)
1
,7

1
6,

63
7

1,
62

8
,1

1
3

1,
45

4,
81

4
1
,3

4
4,

25
2

1,
21

5
,5

6
6

1,
07

1,
36

7
9
42

,4
56

81
8
,2

51
84

9,
99

0
8
76

,0
08

89
2
,9

69
90

5,
58

7
9
19

,7
80

5
8,

49
9

81
,5

8
0

82
,9

04
69

,0
00

74
,8

0
0

74
,5

00
74

,1
00

73
,7

00
80

,0
00

79
,7

00
79

,3
00

78
,8

00
78

,5
00

(K
)

4
90

,5
60

53
4,

49
2

38
6,

22
1

5
37

,3
90

54
5
,6

23
52

5,
02

5
5
13

,0
82

49
7
,1

72
49

0,
56

0
4
89

,6
35

48
3
,1

52
47

6,
06

5
4
63

,1
52

2
81

,4
12

28
9,

09
0

28
9,

97
4

2
94

,0
90

30
2
,3

23
28

1,
72

5
2
69

,7
82

25
3
,8

72
24

7,
26

0
2
46

,3
35

23
9
,8

52
23

2,
76

5
2
19

,8
52

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
61

,1
56

20
2,

32
7

48
2
00

,0
00

20
0
,0

00
20

0,
00

0
2
00

,0
00

20
0
,0

00
20

0,
00

0
2
00

,0
00

20
0
,0

00
20

0,
00

0
2
00

,0
00

(L
)

(M
)

1
,4

5
4,

96
8

1,
44

9
,5

7
2

1,
46

1,
39

0
1
,4

4
8,

99
4

1,
56

9
,0

1
4

1,
56

4,
01

9
1
,5

55
,4

33
1,

54
6
,2

2
4

1,
67

8,
47

0
1
,6

72
,3

47
1,

66
2
,4

81
1,

65
1,

93
5

1
,6

46
,6

62

(N
)

(O
)

(P
)

1
,4

5
4,

96
8

1,
44

9
,5

7
2

1,
46

1,
39

0
1
,4

4
8,

99
4

1,
56

9
,0

1
4

1,
56

4,
01

9
1
,5

55
,4

33
1,

54
6
,2

2
4

1,
67

8,
47

0
1
,6

72
,3

47
1,

66
2
,4

81
1,

65
1,

93
5

1
,6

46
,6

62

累
積

欠
損

金

流
動

負
債

流
動

資
産

(C
) 

- 
(D

)

(F
) 

- 
(G

)
(E

) 
+ 

(H
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 支

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）

経
常

損
益

収 益 的 収 入 収 益 的 支 出

営
業

費
用

そ
の

他

そ
の

他
支

出
計

そ
の

他

営
業

外
費

用
減

価
償

却
費

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

累
積

欠
損

金
比

率
（

健
全

化
法

第
22

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

( 
（L

）/
（
M

）×
10

0 
)

( 
（N

）/
（P

）×
10

0 
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

(A
) 
-
 (

B
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

補
助

金

長
期

前
受

金
戻

入

営
業

収
益

営
業

外
収

益

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

×
1
00

）
(A

) 
- 

(B
)

( 
I 
)

支
払

利
息

引
当

金

収
入

計

基
本

給
退

職
給

付
費

そ
の

他

他
会

計
補

助
金

そ
の

他
補

助
金

受
水

費

修
繕

費
材

料
費

職
員

給
与

費

経
費

動
力

費

そ
の

他

R
3

R
8

R
9

R
10

R
12

R
4

R
5

R
6

R
7

R
11

４
．

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

（
１

）
投

資
・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）
－

法
適

用
企

業
・
収

益
的

収
支

－ 10 －



投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）
－

法
適

用
企

業
・資

本
的

収
支

（単
位

：千
円

）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

（H
30

）
前

年
度

（R
1）

本
年

度
（R

2）

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
決

算
）

（
予

算
）

1
20

0,
00

0
20

0,
00

0
30

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
25

0,
00

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
30

,5
00

57
,1

00
8,

30
0

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
17

,7
69

19
,1

28
18

,2
78

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
1,

69
0

3,
79

8
12

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
19

,2
67

7,
40

9
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
8

14
,3

92
16

,0
77

52
,1

80
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
9

28
,1

02
26

,5
69

18
,7

09
24

,3
45

24
,3

45
24

,3
45

24
,3

45
24

,3
45

24
,3

45
24

,3
45

24
,3

45
24

,3
45

24
,3

45
(A

)
29

2,
45

3
34

1,
93

9
40

5,
00

0
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5
33

2,
34

5

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(C
)

29
2,

45
3

34
1,

93
9

40
5,

00
0

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

33
2,

34
5

1
42

2,
41

4
64

5,
93

4
49

8,
69

7
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
61

3,
30

0
12

,6
58

13
,0

98
13

,2
97

13
,3

00
13

,3
00

13
,3

00
13

,3
00

13
,3

00
13

,3
00

13
,3

00
13

,3
00

13
,3

00
13

,3
00

2
27

8,
06

1
28

1,
41

2
28

9,
97

4
28

4,
74

6
29

4,
09

0
30

2,
32

3
28

1,
72

5
26

9,
78

2
25

3,
87

2
24

7,
26

0
24

6,
33

5
23

9,
85

2
23

2,
76

5
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

13
9,

89
9

99
,0

71
77

,3
29

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

14
9,

41
1

(D
)

84
0,

37
4

1,
02

6,
41

7
86

6,
00

0
1,

04
7,

45
7

1,
05

6,
80

1
1,

06
5,

03
4

1,
04

4,
43

6
1,

03
2,

49
3

1,
01

6,
58

3
1,

00
9,

97
1

1,
00

9,
04

6
1,

00
2,

56
3

99
5,

47
6

(E
)

54
7,

92
1

68
4,

47
8

46
1,

00
0

71
5,

11
2

72
4,

45
6

73
2,

68
9

71
2,

09
1

70
0,

14
8

68
4,

23
8

67
7,

62
6

67
6,

70
1

67
0,

21
8

66
3,

13
1

1
51

0,
35

0
41

3,
33

2
43

8,
83

9
46

6,
03

8
58

9,
97

0
58

8,
79

0
58

3,
58

0
57

6,
34

3
68

4,
23

8
67

7,
62

6
67

6,
70

1
67

0,
21

8
66

3,
13

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

37
,5

71
27

1,
14

6
22

,1
61

24
9,

07
4

13
4,

48
6

14
3,

89
9

12
8,

51
1

12
3,

80
6

0
0

0
0

0
(F

)
54

7,
92

1
68

4,
47

8
46

1,
00

0
71

5,
11

2
72

4,
45

6
73

2,
68

9
71

2,
09

1
70

0,
14

9
68

4,
23

8
67

7,
62

6
67

6,
70

1
67

0,
21

8
66

3,
13

1
0

0
0

0
0

0
0

△
 1

0
0

0
0

0
(G

)
0

(H
)

3,
26

4,
66

8
3,

18
3,

25
6

3,
19

3,
28

2
3,

15
8,

53
6

3,
11

4,
44

6
3,

06
2,

12
3

3,
03

0,
39

8
3,

01
0,

61
6

3,
00

6,
74

4
3,

00
9,

48
4

3,
01

3,
14

9
3,

02
3,

29
7

3,
04

0,
53

2

1,
64

8,
96

9
1,

53
7,

78
6

1,
51

5,
62

6
1,

26
6,

55
2

1,
13

2,
06

6
98

8,
16

7
85

9,
65

6
73

5,
85

1
76

1,
29

0
78

7,
60

8
80

4,
96

9
81

8,
08

7
83

2,
58

0

○
他

会
計

繰
入

金
（単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

前
々

年
度

前
年

度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
決

算
）

9,
62

9
9,

36
0

9,
38

7
9,

93
5

9,
93

5
9,

93
5

9,
93

5
9,

93
5

9,
93

5
9,

93
5

9,
93

5
9,

93
5

9,
93

5
8,

89
3

8,
65

9
8,

72
1

9,
14

0
9,

14
0

9,
14

0
9,

14
0

9,
14

0
9,

14
0

9,
14

0
9,

14
0

9,
14

0
9,

14
0

73
6

70
1

66
6

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

79
5

58
,5

29
87

,5
58

41
,7

58
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
58

,0
00

58
,0

00
56

,8
98

84
,8

93
40

,0
58

56
,2

60
56

,2
60

56
,2

60
56

,2
60

56
,2

60
56

,2
60

56
,2

60
56

,2
60

56
,2

60
56

,2
60

1,
63

1
2,

66
5

1,
70

0
1,

74
0

1,
74

0
1,

74
0

1,
74

0
1,

74
0

1,
74

0
1,

74
0

1,
74

0
1,

74
0

1,
74

0
68

,1
58

96
,9

18
51

,1
45

67
,9

35
67

,9
35

67
,9

35
67

,9
35

67
,9

35
67

,9
35

67
,9

35
67

,9
35

67
,9

35
67

,9
35

資
金

残
高

資 本 的 収 支

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金
そ

の
他

補 塡 財 源

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

資 本 的 支 出資 本 的 収 入

計計

(A
) 
- 

(B
)

純
計

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

う
ち

職
員

給
与

費

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
(D

) 
- 

(C
)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

そ
の

他
繰

越
工

事
資

金
利

益
剰

余
金

処
分

額
損

益
勘

定
留

保
資

金

R
12

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
11

R
10

R
3

本
年

度

建
設

改
良

費

(E
) 

- 
(F

)

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

R
9

R
10

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

R
12

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
11

企
業

債

R
8

－ 11 －



◆
・

・
・

①　収支計画のうち投資についての説明

　本市水道事業では、「アセットマネジメント計画」「水道ビジョン」において、更新需要、ダウンサイジングや施設の統廃合
の方針を定め、既存の「老朽管更新（耐震化）第２次計画」に加え、「水道施設（ハコモノ）更新計画」、「配水支管（口径
100㎜・75㎜）更新計画」により、将来の投資費用を算定しました。
震災など非常時においても、水道水の安定した給水が継続できるよう、施設や管路の計画的な更新（耐震化）を進めて
いきます。

　投資についての基本的な考え方を以下に示します。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標

●基幹管路耐震適合率　R1実績47.5％ → R12目標値：63.8％
　平成26年度から実施している「老朽管更新（耐震化）第２次計画」により設定されている目
標値
●管路更新率　1％以上（管路更新延長：約7km/年）
　「アセットマネジメント計画」に基づく、管路の実使用年数（最長100年）に応じた更新実施を
行うためには、年１％以上の維持が必要

「アセットマネジメント計画」（平成30年度策定）、「水道ビジョン」（平成30年度改定）を踏まえています。
全施設の老朽度の把握や更新需要の見通しの検討を行い、法定耐用年数ではなく実使用年数で更新すること
で、更新費用の平準化を図り、人命に関わる災害時重要施設への配管から優先的に更新していきます。
基幹管路更新、水道施設（ハコモノ）更新、配水支管（口径100㎜・75㎜）更新等を計画的に行っていきます。
更新管路の縮径や配水系統の再編など、将来の水需要に適応した規模となるよう施設のダウンサイジングを図っ
ています。

　以上の考え方に基づき、検討を行った結果、年間6億円(現状4.2億円)の事業費が必要となりました。

事業内容

基幹管路更新

水道施設（ハコモノ）更新

配水支管（口径100㎜・75㎜）更新

小口径管更新

合計

更新費用

2.3億円/年

0.4億円/年

3.1億円/年

0.2億円/年

６億円/年

《基幹管路耐震適合率》

《管路更新率》
　「アセットマネジメント計画」に基づく、管路の実使用年数（最長100年）に応じた更新を実施するためには、年１％以上
の数値維持が必要で、令和元年度末の管路総延長は約735kmであることから、毎年約7kmの更新が必要です。

※耐震適合率の分母である基幹管路延⾧は、非耐震
管を含んだ数値であることから、管路の更新実績
に基づき、毎年度計算し直しているため、数値が
変動します。

※令和12年度の基幹管路延⾧は、「老朽管更新（耐
震化）第２次計画」における目標値設定時当初の
数値を使用しています。

199,834 ｍ 203,242 ｍ 199,834 ｍ

76,723 ｍ 96,622 ｍ 127,559 ｍ

38.3 ％ 47.5 ％ 63.8 ％

令和12年度
【目標値】

基幹管路延⾧

耐震適合管延⾧

耐震適合率

平成25年度 令和元年度

年間約3.3kmペース 年間約3kmペース

19,899ｍ
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【参考】◆現行料金に据え置いた場合の予測

　・料金据置の場合の料金収入予測　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・料金据置の場合の収益的収支・資金残高予測

目 標

●営業収支比率　目標値：100.9％
※

　令和元年度決算実績の維持を目標値として設定

●経常収支比率　目標値：110.1％
※

　令和元年度決算実績の維持を目標値として設定
●企業債残高対給水収益比率　目標値：300％以下
　類似団体（給水人口：5万人～10万人）の平均値［314.87％（平成30年度実績値）］、生
活基盤施設耐震化等交付金の採択基準を目安に目標値として設定
●内部留保資金残高　目標値：6億円以上
　令和元年度「水道料金等懇話会意見書」において、内部留保資金として６億円［基幹管
路更新事業費（3億円）＋運転資金（3億円）］必要であるとの提言から設定

②　収支計画のうち財源についての説明

　人口減少や節水意識の定着等による水需要が減少する中、施設や管路の更新（耐震化）の投資費用を確保するた
め、料金収入や企業債、建設改良積立金等のあり方を検討し、将来にわたって健全な経営を持続するために、収支バ
ランスに配慮した財政計画を策定します。

　財源についての基本的な考え方を以下に示します。

投資的に必要となる1.8億円増額分の財源は、自己財源0.8億円（借入金0.5億円の増、積立金0.3億円の取崩）
を利用し、1億円は水道料金収入を見込みます。
水道料金は、「袋井市水道料金算定要領」に基づき算定します。
料金算定期間は、概ね５年を基準とし、具体的な算定期間を含めた改定内容は、直近の水道料金等懇話会から
の意見書を参考に決定します。
令和元年度に開催された水道料金等懇話会では、今後の計画として、内部留保資金残高６億円の確保、企業債
年間借入額2.5億円を基準に協議されています。
水道料金等懇話会での意見書に基づき、令和３年度からの料金改定を検討していたものの、新型コロナウイルス
感染症の影響により見送りましたが、総務省の規定により、「投資・財政計画（収支計画）」は、支出と収入が均衡し
た形で策定する必要があるため、懇話会での協議経過を踏まえ、令和４・令和８年度に料金改定することを想定し
ます。なお、具体的な改定時期は、今後の社会情勢を見据えた上で判断していきます。

ａ　水道料金
　水道事業の主たる収益である水道料金は、節水機器の普及や使用水量の減少などにより減少傾向にあり、また、今
後、人口減少等の影響を受け、その傾向は顕著になることが見込まれます。
　こうしたことから、「人口ビジョン」（低位予測）、「水道ビジョン」での水需要予測に基づき、水道料金を据え置いた場合
の財政収支見通しを作成しました。
　この結果、営業収支比率は、令和７年度には100％を割ってしまい、経営に必要な運転資金である資金残高は、令
和８年度には無くなり、月々の資金繰りが厳しくなると予測されました。
　一方、令和元年度に提出された「水道料金等懇話会意見書」では、安定した経営を継続するためには、令和３年度
からの料金改定（平均改定率11.4％の増）が必要であるとの提言をいただいたことから、令和２年度には、実際に料金
改定を実施するか検討を行いました。
　その結果、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済等への影響を踏まえ、令和３年度からの料金改定を見送るこ
ととなりました。
　しかしながら、「経営戦略」では、収支が均衡した投資・財政計画を組む必要があるため、令和４年度及び令和８年度
の料金改定を想定し策定しております。
　なお、具体的な改定時期は、今後の社会情勢を見据えた上で判断していきます。

※ 今後、料金改定を実施した場合には、

目標値の見直しを検討します。
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

ｃ　内部留保資金残高
　内部留保資金は、建設改良費等の資本的収支不足額の補てん財源等として使用する資金のことで、損益勘定留保
資金（現金支出がない費用［減価償却費、資産減耗費］）、利益剰余金（建設改良積立金、減債積立金等）等のことを
いいます。
　令和元年度末の内部留保資金の残高は、15.4億円で概ね１年分の給水収益と同程度の金額となっています。
　令和元年度「水道料金等懇話会意見書」では、災害などの非常時を想定した水道事業運営のために最低限必要な
費用を、基幹管路更新事業費３億円、運転資金３億円の合計６億円と示しています。
　内部留保資金は、当面の間、資本的収支不足分を補てんするために取り崩していきますが、安定した経営をしていく
ために、最低限６億円は確保するものとします。

・ 職員給与費：過去の実績値及び令和2年度予算値から仮定しました。
・ 動力費・修繕費：過去の実績値及び令和2年度予算値から仮定しました。
・ 受水費：令和2年度予算値から仮定しました。
・ 減価償却費：「アセットマネジメント計画」に基づき算出しました。
・ 支払利息：過去に借入した分の償還計画に基づく金額に、今後新たに借入する予定の企業債（30年償還）に対し、
年利率1.5％で試算した金額を加算して算出しました。
・ その他の費用：過去の実績値及び令和2年度予算値から仮定しました。

ｂ　企業債
　企業債は、投資経費の将来負担の公平性を図るため、平成26年度から毎年２億円の借入を行ってきましたが、平成
30年度の「アセットマネジメント計画」では、将来的に施設や管路を更新・耐震化していくためには、事業費を現状の4.2
億円から６億円に増額（1.8億円の増）が必要との結果が出ています。
　この1.8億円の財源を確保するために、企業債借入額の増額を検討しました。
　その結果、60年後の企業債残高を比較すると、借入額2.5億円/年の場合に対し、3億円/年の場合で約2割（7.8億
円）、3.5億円/年の場合で約4割（15.5億円）の増加となります。
　また、同じく60年後の支払利息及び企業債償還金を比較すると、借入額2.5億円/年の場合に対し、3億円/年の場
合で約2割、3.5億円/年の場合で約4割の増加となります。
　以上より、企業債の借入額は、企業債残高、支払利息及び企業債償還金が、現在の状況と大きく変わらない2.5億円
/年を見込みます。

企業債借入額：2.5億円/年

－ 14 －



（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等

②　財源についての検討状況等

*2　遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など

民間の資金・ノウハウ等の活用
（ PPP/PFI 等 の 導 入 等 ）

ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト の 充 実
（ 施 設 ・ 設 備 の 長 寿 命 化 等
に よ る 投 資 の 平 準 化 ）

施 設 ・ 設 備 の 廃 止 ・ 統 合
（ ダ ウ ン サ イ ジ ン グ ）

施 設 ・ 設 備 の 合 理 化
（ ス ペ ッ ク ダ ウ ン ）

そ の 他 の 取 組

料 金

企 業 債

繰 入 金

資産の有効活用等（*2）による
収 入 増 加 の 取 組

　今後も引き続き、遠州水道受水費低減に向けた取組や新電力の活用などを
行っていきます。また、固定支出のコストを削減するために、工事部材は、水道用
配水ポリエチレン管など、高品質又は低価格のものを採用していきます。

　内部留保資金残高の目標を確保できるように、「アセットマネジメント計画」と令
和元年度水道料金等懇話会における検討結果に基づき、2.5億円／年を見込
みます。

　一般会計からの基幹管路耐震化事業工事出資金を見込みます。

　「水道料金等懇話会意見書」では、安定した経営を継続するために、令和３年
度からの料金改定（平均改定率11.4％の増）が必要であるとの提言をいただき、
令和２年度に料金改定の検討を行いました。
　その結果、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う経済等への影響を踏まえ、
令和３年度からの料金改定が見送ることとなりましたが、経営戦略は、収支が均
衡した投資財政計画を組む必要があるため、令和４年度及び令和８年度の料金
改定を想定し策定しております。
　なお、具体的な改定時期は、今後の社会情勢を見据えた上で判断していきま
す。

　「袋井市公共用地利活用検討委員会」における検討結果を踏まえ、遊休資産
を積極的に売却していきます。

　国や県の補助金制度の活用を検討していきます。

広 域 化

そ の 他 の 取 組

　「老朽管更新（耐震化）第２次計画」、「水道施設（ハコモノ）更新計画」、「配水
支管（口径100㎜・75㎜）更新計画」において、更新管路の縮径や配水系統の
再編など、将来の水需要に適応した規模となるよう施設のダウンサイジングを
図っています。

　令和４年度に県が策定する予定の「水道広域化推進プラン」に沿った広域化、
窓口業務などの共同処理や官民連携の検討を行っていきます。

　全施設の老朽度の把握や更新需要の見通しの検討を行い、法定耐用年数で
はなく実使用年数で更新することで、更新費用の平準化を図っています。
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③　社会情勢の変化に伴う新たな取組

　新型コロナウイルス等のウイルスは、塩素による消毒効果が高いとされていま
す。水道水は、法令に定められた適切な塩素消毒を行うとともに、各施設で作業
を行う職員の衛生管理の徹底などにより安全に提供しております。今後も引き続
き盤石な管理体制を確保していきます。
　また、料金支払時や開閉栓申請等における利用者の感染リスク低減のため、
非接触型の手続き方法として、スマートフォンアプリ決済の拡充や、スマートフォン
申請の導入を推進します。

新型コロナウイルス感染症への取組

ＳＤＧｓへの取組

　国連で採択された、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓ（Sustainable
Development Goals）の視点を取り入れ、市民に広く安全安心な水を提供するた
め、安定的に経営を持続できるよう努めます。

水質監視・検査を適正に実施し、不法侵入者防止対策を強化する
ことで、万全な供給体制を維持します。

「安全な水とトイレを世界中に」
（すべての人に水と衛生へのアクセスと持続可能な管理を
確保します）

「産業と技術革新の基盤をつくろう」
（強靭なインフラを整備し、包摂的で持続可能な産業化を
推進するとともに、技術革新の拡大を図ります）

ＩＣＴの利活用を促進し、新しい技術を積極的に取り入れることで業
務の効率化を図り、大規模災害等に備えて施設の更新・耐震化等を
計画的に遂行します。

「パートナーシップで目標を達成しよう」
（持続可能な開発に向けて実施手段を強化し、グローバ
ル・パートナーシップを活性化します）

県が策定予定の「水道広域化推進プラン」に沿った周辺の事業体との
広域化に向けた検討や官民連携を推進します。

－ 16 －



５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本経営戦略は、「水道ビジョン」や水道料金等懇話会での協議結果等に基づく
内容となっているため、概ね5年毎に行っている「水道ビジョン」の見直し及び水道
料金等懇話会の開催に合わせて、「経営戦略」の改定を行います。
　改定は、「経営戦略」の投資・財政計画に対する実績の評価・分析を行い、そ
の結果を次の「経営戦略」に反映させるPDCAサイクルを導入し、さらなる経営の
健全化に取り組みます。

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】

【料金算定期間(5年間とした場合)におけるフォローアップイメージ】

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

水道ビジョン
フォローアップ

水道料金等
懇話会

経営戦略改定

次の料金算定
期間
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